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財源の確保

固定資産評価の職員の事務の向上を図り、市民への適正・公平な税制度と納税への理解を得る。

H22年度の事業概要 H25年度の事業計画
H23年度の

事業概要・計画
H24年度の事業計画

01

事業期間

施　　策

細 施 策

健全で効率的な行財政運営を推進するまちづくり

　予算細々目名

平成 年度年度納税意識の高揚及び収納率向上事業

002

平成

細目
根拠法令・条例、関連計画等

　固定資産税の評価の基準となる資産評価の適正かつ公平性の確保のための情報提供や税務に関する研修情報を受
けることにより、固定資産評価の職員の事務の向上を図り、市民への適正・公平な税制度と納税への理解を得るこ
とを目的とする。

（負担金９０千円交付先）
（財）資産評価システム研究セン
ター
活動内容①評価方法や課税事務資
料作成②法改正等今後の動向につ
いての情報③課税情報及び税制運
営に関する情報④土地及び家屋評
価実務研修・固定資産研究大会の
開催
主な刊行物：「資産評価情報」
「固定資産税のしおり」「各調査
の基礎知識・手引き」等
その他：全国の地価・路線価を
ホームページで公開

平成２２年度事業の継続

平成２３年度事業の継続
平成２４年度評価替えに伴
い「家屋評価マニュアル」
「評価替え質疑応答集」等
の刊行

平成２４年度事業の継続

　意図（活動により対象をどのような状態にしたいのですか）

平成２３年度　実施計画作成・事務事業評価（事後評価）シート

税務課 117内線

実施計画
１　基本事項

川平　信二部等名 市民福祉部 課等名 記入者名

02
項

18

02

総合計画上の
位置付け

基本方針

事務事業名

健全な財政運営の確保

01税務一般管理費（資産評価システム研究センター負担金）

手段（対象に対してどのような活動を行うのですか）

目会計 款

　対象（誰・何に対して行う事業ですか）
４　事務事業の対象・手段・意図

３　事務事業の概要

２　事務事業の目的（何のためにするのですか）

負担金を納入することで、センターから提供される書籍等を利用し、職員の評価事務
等の向上を図り、市民への評価方法等の周知を行い納税制度への理解を得る。
またセンターの運営するサイトの「全国地下マップ」で市の路線価等の公開を行い、
市民への利便を図る。

納税者
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※　活動指標・・・事業内容を示す数値（ボランティア講座開催回数、道路整備延長距離など）
※　成果指標・・・施策・事務事業の目的達成度を示す数値（ボランティア実施者数、渋滞緩和率など）

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

00 0

3 3 3

0 0件

3

縦覧期間における固定資産評価
審査委員会への審査申し出

　今後の方向性（総合評価）

①

②

指 標 名 単位

回 2
センターの刊行物を利用した市
民への税制度の広報

目標
区分

最終目標
年度

事務事業評価（事後評価）

実績 目標値

１　指標の推移
23年度22年度

５　今後の方向性、改善案等（最終評価）

　今後の方向性（総合評価） 　方向性の理由、改善案等

　今後の方向性（総合評価） 　方向性の理由、改善案等

３　今後の方向性、改善案等（一次評価）

４　今後の方向性、改善案等（二次評価）

　方向性の理由、改善案等

センターによる税務に関する情報提供等により、職員の課税事務の向上
や市民への説明と適正・公正な税体制を確保する必要があるため継続す
る。

一次評価と同様に継続とする。

　市と受益者との負担割合は妥当ですか（受益者負担がある場合に記入してください）

□ は　い 理由

本事業には該当しない。
いいえ

　成果指標を下げずにコスト削減の余地はないですか

■ な　い 理由

□ 

な　い 理由

無し
□ あ　る

そ
の
他

　他の市町村では、実施している事業ですか

会員状況：　都道府県４７　市７８６　町村９４１　計１，７７４（全地方公共団体加入）

　負担金はセンターが定めた人口規模による定額である。

■ 

□ あ　る

　類似事業の有無と統合の可能性はないですか（市以外の取組含む）
効
率
性

■ 

目標
25年度
目標

な　い

□ 

あ　る

　センターの開催する研修会へ参加することにより、職員の資質のより一層の向上が見込まれる。
■ あ　る

活
動
指
標

24年度

②

理由

①

有
効
性

　成果指標を向上させる余地はないですか

理由

　情報提供を受けられなくなれば、複雑化した税制改正の理解や評価事務に支障がでる。
□ 

二次評価と同様に継続とする。

　廃止・休止した場合の影響はありますか

な　い

２　評　　　価

成
果
指
標


